
 

 

 

 

 

 

 

●性能評価業務とは。 

・設計性能評価 ・ＢＥＬＳ評価 

・建設性能評価※ ・住宅省エネルギー性能証明※ 

・長期使用構造等確認 ・住宅性能証明※ 

・低炭素建築物新築計画技術的審査 ・性能向上計画認定および認定表示 

※現場検査が必要な業務です。 

（住宅省エネルギー性能証明については工事監理報告書の提出によりセンターによる検査は不要です。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●現場検査を行う場合の出張料金※1 

 

 

 

 

※1 出張料金は現場検査を行う際に検査 1 回毎に加算させて頂く料金です。 

※2 嶺北地域は嶺南地域（敦賀市、小浜市、美浜町、高浜町、おおい町、若狭町）以外のエリアをいいます。 
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